
女子大学生対象の「生と性の講演会」実施からみた性教育への提案

− 33−

女子大学生対象の「生と性の講演会」実施からみた性教育への提案

─ 10 年間のアンケート調査の結果から─

Toward a Pedagogy of Sexual Behavior for Female College Students Based on Public 

Lectures and Results of a Ten-year Survey

柳　園　順　子※１，石　川　満佐育※２

YANAGIZONO Yoriko，ISHIKAWA Masayasu

※１　近大姫路大学教育学部こども未来学科注 1

※２　鹿児島県立短期大学生活科学科

キーワード：女子大学生，性教育，性知識，性意識，健康教育

１．本稿の目的

　本稿は，鹿児島県立短期大学注 2（以下；本学と表記する）において平成 16 年から実施されてい

る「生と性の講演会」の事前，事後アンケートの結果をもとに，女子大学生を対象に行う性教

育注 3 への提言を行うことを目的とする．「生と性の講演会」の事前，事後アンケート結果につい

ては，小川 1) 2) において一部報告されているが（平成 18 〜 20 年度），本稿は，平成 18 年度から

平成 25 年度までに得られた事前アンケートのデータ，平成 16 年度から平成 25 年度までに得ら

れた事後アンケートのデータについて，再検討したものである．

　本稿では，まず性教育の歴史的変遷を概観した上で，「生と性の講演会」に参加する学生がど

のような教育を受けてきたかについて整理する．次に，「生と性の講演会」の概要について説明

する．その後，事前アンケート，事後アンケートの結果のまとめを報告する．最後に，アンケー

トの結果をふまえて，女子大学生を対象に行う性教育の在り方についての提案を行うこととする．

２．性教育の歴史的変遷ならびに講演会参加者の性教育に関する背景

　性教育の歴史的変遷を概観し，「生と性の講演会」に参加した学生がどのような教育を受けて

きたかについて整理する．

　『社会教育における純潔教育の概況』3)には，戦後日本で「純潔教育」施策が社会教育から始まっ

たと記されている．敗戦直後，政府は，風紀対策の一環として売春防止を強力に推進し，各関

係省庁とともに事務次官会議で「私娼の取締並びに発生防止保護対策」を決定，各都道府県に「純

注 1 旧所属　鹿児島県立短期大学養護教諭

注 2 本学は，総学生数 600 名程度で，第一部に文学科，生活科学科，商経学科の三学科，第二部（夜間部）

に商経学科を備え，人文・社会・自然の諸領域をふくむ総合的な性格をもつ短期大学である．

注 3 本稿では，「性教育」を学校における性に関する指導，エイズ予防教育として統一し記述する．
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潔教育の実施について」を通達した．純潔教育委員会を発足後，昭和 24 年に「純潔教育基本要

項」を発表し，昭和 30 年には「純潔教育の普及徹底に関する建議」「進め方(試案)」が文部大臣

へ提出され「純潔教育」の実施へ至った 4)．「純潔教育」という用語はのちに学校でも用いられ

たが，学校で性を扱うことに対する教師側の抵抗が根強く，学校現場で行われている性に関す

る教育が，性教育なのか純潔教育なのか社会一般の中で混乱が生じた 5)．昭和 35 年以降は性解

放の流れから十代の妊娠，出産，中絶などが問題化した。昭和 40 年代に入ると各都道府県教育

委員会は「性教育の手引き」類を相次いで刊行し，「純潔教育」は問題行動防止として重視され

た．昭和 47 年に文部省は『純潔教育と性教育の関係について』を発表し，その中で「純潔教育

と性教育は同義語である」との見解を示し，純潔教育から性教育への転換が進んだ 6) 7) 8)．その後，

性科学の発達から欧米を中心に人間の性をセクシュアリティという幅広い概念で捉える考えが

生まれ，昭和 40 年代後半には「性教育」という用語が一般的に用いられようになった．平成 11

年に，文部省は『学校における性教育の考え方・進め方』9)を発刊し，性教育の重要性を示すが，

学校での性教育に対する行き過ぎが指摘されたことから，新たに見直しが求められた（平成 17

年廃刊）．現在は，性に関する指導としてエイズ予防教育と関連させながら，その充実が図られ

ている．

　こうした経緯の中で発展してきた性教育は，現在の学校教育においても模索の段階にあると

いえる．青少年の性行動全国調査を継続実施している日本性教育協会 10)は，第 7 回全国調査

結果から，マスメディアやインターネットが歪んだ情報や性知識を与え，青少年の性行動や性

に対する価値観や規範意識に大きな影響を及ぼしていると指摘している．そのため，学齢期の

青少年に正しい知識を与え，溢れる情報から自分で判断する力が必要であり，学校における性

教育に対する社会的要請が高まっていると述べている．しかし性教育に対する批判や非難など，

バッシングが起こった過去の経験から，学校現場は性教育の実践に萎縮してしまっている面も

否めない 11)．日本学校保健会 12)は，現在の学校教育の現状を見ると必ずしも性教育が活発に行

われているとはいえない，と報告している．

　では本稿の対象学生はどのような性教育を受けてきたのであろうか．性教育は教科として存

在しておらず，主に体育科，保健体育科などの関連教科，特別活動等において，教育活動全体

を通じて実施されている 13)．学習指導要領の改訂に伴い，学生らは年度によって異なる性に関

する指導を受けてきていることが考えられ，大別してみると次のとおりであった（表 1）．
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表１注１　「学習指導要領における保健学習の目標（第３次改訂以降）」14)を基に作成
表１注２　○：小学校学習指導要領施行，△：中学校学習指導要領施行，□：高等学校学習指導要領施行

表１　学習指導要領改訂と対象学生の学年別年度推移

○

△

□

○

△

□

○△

□

　表 1 を踏まえると，平成 16，17 年度の学生は平成元年（第 6 次改訂），平成 10 年（第 7 次改訂，

高校は平成 11 年）改訂の指導要領に従い，平成 18 〜 21 年度の学生は平成 10 年改訂の指導要

領に従い，平成 22 年以降の学生は平成 10 年，平成 20 年改訂の指導要領（第 8 次改訂，高校は

平成 21 年）に従い，性に関する指導を受けている 14) 注 4．現行の学習指導要領では性に関する指

導について，学校全体で共通理解を図りつつ，体育科，保健体育科などの関連する教科，特別

活動等において，発達の段階を踏まえ，心身の発育・発達と健康，性感染症等の予防などに関

する知識を確実に身に付けること，生命の尊重や自己及び他者の個性を尊重するとともに，相

手を思いやり，望ましい人間関係を構築することなどを重視し，相互に関連付けて指導するこ

注 4　小学校においては第 6 次改訂では第 5 学年，第 7 次改訂以降は第 4 学年で体の発育・発達が保健学習

の目標にある．
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とを重要としている．また，家庭・地域との連携を推進し保護者や地域の理解を得ること，集

団指導と個別指導の連携を密にして効果的に行うとし，具体的な実施方法や内容は，指導にあ

たる教師，学校や地域に任されている 13)． 

３．「生と性の講演会」実施の経緯と概要

　次に，「生と性の講演会」の実施に至る経緯と概要について述べる．

　前述したように本学では，平成 16 年度より平成 25 年度まで学生課主催により「生と性の講

演会」を実施してきた．講演会が実施されるに至った背景には，入学後一定の期間が過ぎると「（交

際相手との関係で）心身ともに体調を崩しどうすることもできない」，「生理痛がひどく授業に

出られない」，「性感染症にかかったかも」など，養護教諭（保健室）に，性に関する悩みや心

配事を相談に来る学生たちが多かったことが挙げられる．その状況から，学生対象に性に関す

る学習の場を提供する必要性があると考え，平成 16 年度より 1 年生を対象に「生と性に関する

講演会」注 5 を開催することとなった．講演会の目的は，自らの生と性について科学的人間的両方

の視点から考える機会を提供するとともに，関心を高めることであった．

　講演会は，平成 16 〜 25 年度の 10 年間に渡り，一部（昼間），二部（夜間）を含め全 20 回継

続し実施された．1 回の講演時間は 90 分程度であった．実施時期は例年，夏季休業前に実施さ

れた（平成 19 年度を除く）．講演会実施にあたり，平成 16 年度から講演会の感想等を記載する

事後アンケートを実施し，平成 18 年度からは，学生の性に関する知識や意識を尋ねる事前アン

ケートを実施した．両調査の目的は，講演会の反応を確認し次年度の講演会に活かすとともに，

学生の性に関する実態を把握することであった．講演会の参加者，ならびに本稿で報告するア

ンケート結果の対象者を表 2 に示す．なお，データの等質性を確保するため，本稿アンケート

結果の対象には男子学生のデータ，1 部 2 年生のデータ，2 部 1 年生のデータは含まれていない．

表２　「生と性の講演会」の参加者ならびにアンケートの被調査者の人数

注 5　平成 21 年度から「生と性の講演会」に改称．
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　講演会の具体的な内容について，平成 16 年度は，本学の保健室に来室した学生との会話，こ

れまで受けた性教育についてのインタビューに加え先行研究を概観し，本学の学生，ならびに

一般学生の実情を反映させながら全体の流れを組み立てた．平成 17，18 年度は上述した内容に

加え，事後アンケートの結果を講演内で報告した．平成 19 年度以降は，さらに事前事後の調査

結果から示唆された学生の知識の不足部分を検討し，次年度に補足または重点的にコメントを

加えるなど，学生の実態やニーズに即したものを提供するよう心がけた．可能な限り前年度の

調査結果は次年度へフィードバックし，より身近な学生の現状を示すことで学生の関心を高め，

自身と照らし合わせ振り返るきっかけになるように工夫した．講演の主な内容と講義の流れを

表 3 に示す．なお，各年度の講演会の内容構成，講師は，全て第一著者が担当した．

表３「生と性に関する講演会〜からだをかんじよう〜」の主な構成（平成 25 年度実施内容から作成）

主なSTⅠの4症の発生状況について鹿児島県前月発生状況統計表からみる

理解させる

感染経路を理解させる

再考させる

基礎体温表から二相性、正常と異常の違い等をみる

　の

えさせる

セクシュアリティ 　だ
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４．アンケート結果のまとめ

⑴　アンケートの概要

　まず，「生と性の講演会」実施にあたり行われた事前，事後アンケートの概要について示す．

事前アンケートの調査内容，実施方法等は小川 1）2）で報告されており，各年度で実施された内容は，

若干の加筆・修正があるもののほぼ同様の内容である．ここでは，平成 18 年度より継続して実

施された事前アンケートの項目を表 4 に示す．事後アンケートは，授業の感想を自由に記載し

てもらうものであった．

を記入してください

回答した者が対象

表４　本稿で使用した質問項目一覧

⑵　事前アンケートの結果のまとめ注 6

　①　性教育の有無について（図１）

図１　「性教育の有無」に関する回答率（%）

注 6 結果の集計にあたり，質問に対して無回答の人を除いた数を母数として％の算出を行っているため，　

小川 1)2) の結果と一致しない場合がある．
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　②　生殖器機能について

　　a．月経のしくみの知識（図 2）

　　b．基礎体温の知識（図 3）

　　c．妊娠しやすい時期の知識（図 4）

図２　「月経のしくみの知識」に関する問いの回答率（%）

図３　「基礎体温の知識」に関する問いの回答率（％）

図４　「妊娠しやすい時期の知識」に関する問いの回答率（%）
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　図 1 〜 4 の結果から，本学学生の性教育経験，月経知識について以下のようにまとめること

ができる．性教育受講記憶がある者は全年度で 99.5 〜 100.0%を占め，月経のしくみについて平

成 18 〜 20 年度は 92.3 〜 94.0%，平成 21 年度以降は 95.0 〜 100.0%の者が「知っている」「だい

たい知っている」と回答した．「知っている」と明確に自認する者は平成 18 〜 20 年度では 31.4

〜 38.7％であったが，平成 21 年度以降は 52.5 〜 62.7%へ増加した．基礎体温を「知っている」

と回答した者は平成 18 〜 20 年度は 6.7 〜 8.2%で，平成 21 年度以降は 27.8 〜 37.8％に増加した．

妊娠しやすい時期については平成 18，23 年度 42.6 〜 48.8％，平成 21，22，24，25 年度 34.2 〜

38.6%，平成 19，20 年では 26.1 〜 29.8％の者が「知っている」「だいたい知っている」と回答し

た．さらに「知っている」「だいたい知っている」と回答した者に対し「（月経周期の図を提示し）

それはいつですか」と質問すると正答率は 30 〜 40％であった．

　月経知識に対し「知っている」と自認する一方で，具体的内容を問うと正答率は低い結果で

あり，全年度で半数以上の者が妊娠しやすい時期を知らないなど，自認と実際の知識に相違が

みられる．平成 20 年度を境に基礎体温などの月経知識があると明確に自認する者が増加してい

るのは，学習指導要領の改訂や性教育をめぐる論争の沈静化で性教育の指導環境が緩和した結

果と考えられる．しかし性教育の具体的内容は学校現場に委ねられており，妊娠しやすい時期

など踏み込んだ内容は指導されていないことが窺える．

　d．生殖器の名称の正答

　先の②a〜cの検討において，月経の知識については，多くの者が「知っている」あるいは「だ

いたい知っている」と回答した．そこで自認の程度と実際の知識との相違を検討するために，

全データを用いて月経，基礎体温，妊娠時期の知識の回答別に，それぞれ生殖器の名称の正答

数についてクロス集計を作成した（表 5）．月経や基礎体温を理解する上で，主な女性の生殖器

官の位置や名称を知っていることは必須と考えられる．従って，生殖器の名称を具体的に回答

させ，その正答数を実際の知識と捉えることとした．

　図 2 〜 4 ならびに表 5 の結果から，正答数が 3，4 問だった割合は，全体で 20.0%程度に留まり，

半数が 0 問，1 問しか正答していないことが示された．知識との関連でみると，月経や基礎体温

について「知っている」または「だいたい知っている」と回答したにも関わらず，生殖器官の

位置や名称を全く回答できない，または１つしか正答出来ない者が半数以上を占めた．

　このことから「知っている」という学生の認識は，内容よりむしろ用語を知っているかどう

かを反映していると考えられる．教科書には月経，基礎体温，生殖器のしくみ，避妊等の記載

はあるが，性交や妊娠に至る経緯などの記述はない．そのため用語習得を中心とした断片的な

指導がされていることが懸念され，名称や単語のみで「知っているつもりになっている」と推

察される．
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③　避妊法について

　a．避妊法の知識（図 5）

　b．避妊法についての情報入手方法（表 6）

　避妊法の情報入手方法を表 6 に示す．図 5，表 6 の結果から，避妊法については，92.0 〜

100.0%が「知っている」「だいたい知っている」と回答していた．「知っている」と明確に自認

表５　月経，基礎体温，妊娠時期の知識と生殖器の名称についてのクロス集計表

図５　「避妊法の知識」に関する問いの回答率（％）
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する者は，平成 18 〜 20 年度で 7.3 〜 11.6％だったが，平成 21 年以降は 39.7 〜 48.5%に増加した．

情報源の推移をみると，全年度（平成 21 年度はデーターなし）で「学校」が 86.8 〜 96.2％と最

も多く，次いで「テレビや雑誌」の 25.8 〜 47.1％（平成 24 年を除く），「友達」16.7 〜 26.1％の

順であった．経年でみると「テレビや雑誌」は年々減少傾向にあり，平成 25 年は「友達」も減

少した．一方で「インターネット」は増加傾向にあった．

　木原 15)は 2004 年に行った全国高等学校PTA連合会全国調査から「インターネット」を介した

性情報が急速に低年齢層へ浸透し始めていると指摘しており，日本性教育協会 10) 16)は 2005 年，

2011 年の全国調査から，避妊法の情報源として「雑誌」が減り，「インターネット」が増加した

と報告している．表 6 でも類似の傾向がみてとれ，今後「インターネット」は性教育の動向に

おいて重要な手掛かりとなり得ることが窺える．

④　自分の身を守るための行動

　a．避妊の意思伝達（図 6）

表６　避妊法についての情報入手方法の各年度の推移

図６　「避妊の意思伝達」に関する問いの回答率（％）
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　b．避妊を断られた時の対処方法（図 7）

　図 6，7 の結果から，避妊の意思表示について全年度で 87.2 〜 93.8％の者が「（意思表示）できる」

と回答し，89.8 〜 95.3％の者が「（避妊を断られたら）性交しない」と答えた．　

　多くの学生が避妊に対しイニシアティブをとれると判断しており，若者たちは性行動に伴う

リスクに対し，自覚的なものが多く，必ずしも性に無防備で危険というこれまでの世間のイメー

ジと一致しないとする日本性教育協会 10)の指摘を支持する結果であった．しかし西頭・佐々木

17)は性行動の場面において女子は受け身で自身の意思決定に基づいていないと述べており，リス

ク対処意識と実際の行動は一致しない恐れもある．全年度で「意思表示できない」「（避妊せず）

そのまま性交に応じる」者も少なからず存在していることから，さらなる検討が必要である．

⑤　エイズ・性感染症について（SAFER　SEX）

　a． 安全なセックスについての知識（図 8）

図７　「避妊を断られた時の対処方法」に関する問いの回答率（％）

図８　「安全なセックスについての知識」に関する回答率（％）
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1〜６問 7〜9問 10〜12問

　b．性感染症（STI）に関する質問（図 9）

⑥　避妊や性に関する不安の有無について（図 10）

　「セーファーセックス（より安全なセックス，以後SSと略）」とはエイズ予防のキー概念であり， 

HIVや性感染症（STI）に感染したりさせたりしない行為，かかりにくいセックスのことを総称

する 18)．図 8 〜 10 の結果から，「安全なセックスとはどのようにすることなのか」について平

成 18 〜 20 年度は 35.8 〜 38.8%，平成 21 年度以降では 42.3 〜 48.3%が「知っている」「なんと

なく知っている」と回答していた．また，避妊や性に関し「不安がある」と回答した者は，平

成 18，19 年度で 60.3 〜 65.5%であったが，平成 20 年度以降は 34.4 〜 48.4%に減少した．

　全年度を通して避妊のイニシアティブは高く，性知識に対する明確な自認は年々高くなる傾

向にある．しかしエイズ・性感染症（STI）に関する 12 の設問を正答しているにもかかわらず，

半数以上の者はSSとはどういうことかを知らないと回答している．従って，エイズ・性感染症

（STI）に対する知識が実際の身を守るための具体的危険防止策として身についてはいないもの

と思われる．断片的な知識であるにもかかわらず，年度を追うごとに性や避妊に関し不安がな

図９　STIに関する質問の正答数における対象者の内訳（％）

図 10　「避妊や性に関する不安の有無」に関する問いの回答率（％）
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い傾向へ移行していることも明らかになった．

⑶　事後アンケートの結果（講演後の感想）のまとめ

　①　学生による講演会の全体的な評価について（自由記述の結果）

　講演会後の感想では「（性的にアクティブになる）大学生のこの時期に講演を聞く事が出来て

よかった」「これから起こるかもしれないことなので興味を持って聞くことができた」と，大学

生という時期に生や性について考える機会を得たことに対する支持が多数寄せられた．講演会

に対する学生の評価も高く，全年度を通じ「ためになった」「これからも（この講座を）してほ

しい」と肯定的な感想が占めた．一方，開始当初の平成 16，17 年度の感想には，（性のことは）

気持ち悪い，恥ずかしい，昼間に性の話をしてよいのかなど，性を隠すべきもの，陰のものと

捉え抵抗を示す感想もごく少数（2，3 人）存在した．しかし，平成 18 年度以降は，上記のよう

な否定的な意見はなくなり，好意的な意見が大半を占めるような結果へと転じた．予想以上に

学生の評価が一貫して高く支持され続けたことは，平成 16 〜 25 年に渡る 10 年間という長いス

パンで「生と性の講演会」が継続した要因でもある．また，平成 17 年度以降は，本講演会を年

間行事に組込み，入学説明会でも紹介するなど極めてオープンな形で設定し，学生支援の一環

として学生課を中心に大学全体のサポート体制下で取り組み，ほぼ全学生が在学中に一度は聴

講し，性をより身近な問題として受け止める環境作りへと繋げるよう努めたことも長期間継続

したことの要因と考えられる．

　②　学生の性意識に関する特徴的な記述

　事後アンケートの結果について，ここでは平成 16 年度，平成 19 年度，平成 25 年度の調査か

ら得られた結果を一部抜粋して記載する（表 7）．自由記述を大別すると次のような傾向がみら

れた．

表７　講演会後の感想
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　開始当初の平成 16 年度は，基礎体温，性感染症，避妊法など性知識を得られた事に対する満

足感を記述する者が大きく占めた．平成 19 年度には「（過去性教育は受けたが）内容はあまり

覚えていない」と過去の性教育に対する記憶が乏しく，本講演会で「（自身が）性について何も

知らないことに驚愕した」との記述が多かった．平成 25 年度になると，「（これまで性教育を受

け）自分は性について知っていると思っていた」が「そうではなかった」気づきへと変化し「再

学習できてよかった」との記述が多くを占めた．

　学生が保健学習として最も性教育を受けた記憶が近いのは高等学校の「科目保健」と思われる．

異なる学習指導要領を経た大別した 3 つの年度で学生の感想を比較すると，開始当初，講演会

は新たな性知識「獲得」の場であったのが，性教育に対しセンシティブな時期に高校時代を過

ごした学生らにとっては性教育に対する記憶の薄さと自身の知識のなさを「再確認」する場と

なり，平成 25 年は既に得た性知識を「再学習」する場へ移行していることが示された．

５．調査のまとめと今後の提言　

　前述してきたように本稿は，平成 16 年度から本学で 10 年間実施した「生と性の講演会」の事前，

事後アンケートの結果をもとに，女子大学生を対象に行う性教育への提言を行うことを目的に

まとめたものである．

　事前アンケートから，全年度でほぼ全員の学生が性教育受講を記憶しており，学校教育にお

ける性教育の浸透が確認できる．日本性教育協会 9)は，性教育の知識獲得・定着の観点からみると，

性知識は性教育の既習率と同程度には見られないと指摘している．本稿アンケートの結果では，

月経について「知っている」のであれば当然理解しているはずの身体のメカニズムについての

設問に正答できないなど，身体のメカニズムを理解することなく「知っている」と自認する不

均衡な状態にあることが窺える．平成 20 年度を境に，性知識習得に対する明確な自認傾向は強

まっており，現在の傾向といえるかもしれない．一方，避妊法の情報源をみると，全年度で「学

校」が最も多く，学校は性知識習得に大きな役割を果たしていることが改めて示唆された．し

かし学習指導要領には「生殖に関する機能については，必要に応じ関連付けて扱う程度とする．」

とあり 19)，生殖器，性交や妊娠に至る経緯等の踏み込んだ内容の指導は殆どされていないとみ

られる．そのため，学生は身体のメカニズムを理解することなく，例えば避妊法の名称だけで

「知っている」と明確な自認を示す現象に陥っていると推察される．また，避妊のイニシアティ

ブがとれる割合は高く，若者は性行動リスクに対し自覚的であるとする先行研究 10)を支持して

いる．しかし自覚はあってもエイズ・性感染症（STI）に関する知識は断片的で，危険防止策と

して身についてはいない．さらに，本稿アンケートではリスク回避できない者も全年度で一定

数存在している．こうした学生は，自分が妊娠する，エイズ・性感染症（STI）に感染する身体

であるという認識に薄く，性の場面で男性と対等の立場に立てず予防行動がとれない恐れが危

惧されるため，継続した学習機会と啓蒙，さらなる性教育内容の検討が必要と考えられる．

　性の学力形成の必要性を訴える数見 20)は，性教育を進めるうえで「知っているつもりに揺さ
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ぶりと気づきを与えることが重要である」と述べている．本試みは「（性について）知っている

つもり」の学生に対し，実際は何も知らない現実を自覚させる揺さぶりの場としての役割を果

たしたと思われる．事後アンケートの自由記述には，性をより身近に考える機会の増える大学

生の時期に本試みが実施されたことに対する高い評価が多数記されている．この中で学生は自

身の気づきを述べており，講演会が知識の補足あるいは再確認の役目を果たしたことが示唆さ

れる．

　また，本調査の結果は，10 年の長期継続調査期間に通信機器の発達により社会が大きく変化

したことも関連したと考えられる．前述した日本性教育協会 10)16)や木原 15)の指摘に類似し，本調

査でも避妊法の情報源として「インターネット」の増加を確認している．「テレビ」「雑誌」は年々

減少し，平成 25 年は「友人」も減少した．一方，このことから，「（いつでも用語さえ知ってい

れば検索できるため）内容まで知らなくても良い」という感覚が誕生していることも推察される．

「知っているつもりになっている」あるいは「知らない」がゆえ「不安もない」現象を加速させ

ている要因にはこうした社会変化を加味する必要があると考える．日本性教育協会 9)は第 7 回の

調査結果から若者の性に対する草食化が進んでいると報告しており，インターネットの発達と

の関連を踏まえ，今後こうした動向に注目していくことは重要な課題といえる．

　木原 15)は，性的ネットワークが発達した社会では「不特定多数は危険」でなく「決まった相

手であってもきちんと予防すべき」というメッセージが必要であり，これまでの予防対策を見

直す時期を迎えていると指摘する．また，数見 20)は大学生を「性的に自立する自己決定の年代」

としている．自己判断，自己決定をすることには責任が伴うこと 20) 21) 22)を理解するには，まず

自身のからだに興味を持ち生と性について問い直す機会が必要である．過去に蓄積した学び（性

教育）を再構築するために，学生が情報源として第一に掲げた「学校」を生かす意義は大きい．

10 年間の調査で，性教育に対するニーズは平成 16 年度の性知識の「獲得」から，平成 19 年度

の性教育に対する記憶の薄さと自身の知識不足への気づき（「再確認」），平成 25 年度には既存

の性知識の「再学習」の場となったように，学生に対する性教育には時代の流れを見据えた目

的設定が必要であると考えられる．

　大学における性教育の利点は，自ら求めなくても（アクセスしなくても）授業や講義という

形で情報を提供できる点にある．性的関心がない者や友人に聞く事ができない者にとって将来

の社会生活に向けた準備教育という役目も担える．10 年という長いスパンで行われた「生と性

の講演会」を通して，看護医学系大学のように医学的知見を得る機会が少ない本学学生に対し，

自身の性のあり方を再考する新鮮かつ意義ある機会を与えることが出来たと考えられる．生き

ていく上で必須である生と性についての学びは，学生支援の一環としてのみならず，自身を取

り巻く身体にまつわる知識の一つとして，将来設計を考える上で有益なキャリア教育の一環に

も成り得ると考えられる．
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